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検診は、当マニュアルのほか、健康増進法、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」

等、関係法令に基づき実施いただきますよう、お願い申し上げます。 

当マニュアルの内容について、関係法令の改正等により相違する箇所が発生した場合には、マニュアル

改正までの期間、最新の関係法令に基づく実施をお願いいたします。 
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１ 概要 

１ 検診の目的                                    

乳がんの早期発見の推進により市民の健康保持に資すること。 

 

２ 実施主体                                    

所沢市が所沢市医師会に委託し、所沢市医師会の会員において事業を行う。 

 

３ 対象者 

市内在住で、４０歳以上の女性。 （※市の乳がん検診は２年度に１回です） 

 

ただし、次に該当する方は対象者から除きます。 

対象外の方に検診を行った場合、委託料のお支払いができませんので、必ず確認をお願いします。 

①  昨年度もしくは今年度に市の乳がん検診を受診した方 

②  市の検診以外（勤務先等の検診）で、最低年１回検診を受ける機会のある方 

③  乳腺疾患で治療中、経過観察中の方 

 

 

４ 周知 

  ・全戸配布の「健康ガイドところざわ」、所沢市ホームページに掲載。 

 

５ 申し込み 

  ・保健センターに申し込み、案内が手元に届いてから申込者が医療機関に予約する 

 

６ 実施期間 

・令和５年５月１日（月）～令和６年２月２９日（木） 

 

７ 費 用 

 ４０歳代：１，５００円 

 ５０歳以上：１，０００円 

 

 

ただし、市民税非課税世帯に属する方及び生活保護法による被保護世帯に属する方で、受診時

に必要書類を提示した場合は負担金免除となる。該当する場合は検診票右上に赤字で「一部負担

金免除」と記入し、証明書は本人に返却する。必要書類は次のとおり。 

 

（１）市民税非課税世帯に属する方 

 市県民税所得課税証明書（交付日が令和５年６月以降で、保健センター検診用の朱印があるも

の） 

※保健センター検診用の朱印がないと負担金免除の対象とならないことがあるため、保健センタ

ーに確認すること。 

※平成２９年１２月よりコンビニ交付が可能となっております。コンビニ交付の場合は保健セン

※費用は、下記生年月日を参考にしてください。                        

50代以上(1,000円) 40代（1,500円） 30代以下(対象外) 

S49.3/31以前生→ ←S49.4/1以降～S59.3/31以前生→ ←S.59.4/1以降生 
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ター検診用の朱印がないため、必ず保健センターに確認をお願いいたします。 

※証明書はコピーをとり原本は本人に返却すること。 

 

（２）生活保護法による被保護世帯に属する方 

 生活保護受給証明書（令和５年度に発行されたもの） 

 

８ 請求方法 

（１） 委託料は、１か月分を取りまとめて市指定の請求書に記載し、「所沢市乳がん検診票（１枚

目）」を添えて提出する。 

提出先：保健センター健康管理課 

提出期限：受診翌月の１０日（必着） 

（２）内容を審査し、請求のあった医療機関に口座振替で支払う。 

 

 

２ 検診の実際 

検診の流れ及び内容は、以下のとおりとする。 

検診の申し込み 

         受診希望者が保健センターに検診の申し込みをする。 

 

 

 

検診票の送付 

         保健センターから受診者に 

① 乳がん検診受診券 

② 乳がん検診協力医療機関一覧 

を送付。 

 

受診予約     受診者が希望の医療機関に予約の要否を確認し、必要であれば予約をする。 

 

 

 

 

検診の受付    医療機関は 

         ・「乳がん検診【受診券】」及び一部負担金（または、一部負担金免除の証明書）

を受診者から受け取る。 

         ・対象年齢であることを確認する。 

※ただし、対象年齢であっても、すでに今年度の市の乳がん検診を受診 

した方、市の検診以外（勤務先等の検診）で、最低年１回同等以上の検

診を受ける機会のある方、乳腺疾患で治療中、経過観察中の方は除く 

         ・本市に住民票があることを口頭で受診者に確認する。 

         ・受診者コードを記入する。（受診券に記載あり。不明な場合は無記入で可） 

         ・一部負担金 1,000円または 1,500円（市民税非課税世帯・生活保護世帯の方

は免除）を徴収する。 
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検査の実施 

         検診内容は、 ①問診 ②エックス線検査 とする。 

※今年度より、視触診は実施しないこととなりました。 

詳しくは次ページの「よくある質問」をご覧ください。 

・乳がん検診票の内容に添って問診事項を確認する。 

         ・乳房エックス線検査を実施する。 

         ・結果の通知方法と説明日時を受診者に伝える。 

※検査は「乳がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用）」 

(Ｐ14参照)に記載された方法に準拠して行う。 

 

結果の説明及び精密検査の対応 

 

         ・検診票に必要事項（所見、判定結果等）を記入する。 

         ・受診者本人に検診票 4枚目「本人用」を渡し、原則として対面で結果を説明

する。 

・検診結果は、少なくとも５年間保存する。 

           ※総合判定が「要精密検査」の場合の対応は、次ページ（Ｐ４）を参照。 

 

 

検診票と請求書の提出 

         所定の請求書に「乳がん検診票（１枚目）」を添えて提出する。 

提出先：保健センター健康管理課 

         提出期限：受診翌月の１０日（必着） 

         ※１０日が土・日・祝祭日の場合は、その前日必着で提出してください。 

         （例）令和５年９月１０日（日）⇒９月８日（金）まで 

         ※請求書の記入については、添付資料（添付７）を参照。 

         ※一部負担金免除者は証明書のコピーを添付すること。 
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３ 総合判定および検査指示が「要精密検査」となった場合 

   要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることと、保険診療となる旨    

を説明する。 

（１）精密検査を一次検診実施医療機関で実施した場合 

必要事項を「精密検査依頼書 兼 結果連絡票」（添付６参照）に記入し、保健センター健康管  

理課に提出する。 

（２）精密検査をほかの医療機関に紹介する場合 

  ・精密検査依頼書の太枠内のみ記入。 

  ・紹介先医療機関が決定している場合は、乳がん検診票の「紹介医療機関名」欄に紹介先の 

医療機関名を記入。（決定していない場合は未記入で可） 

  ・精密検査用書類を受診者に渡す。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 新型コロナウイルス感染症対策について 

検診は、マスク着用・手指消毒の徹底や３つの密の回避など、十分な感染症対策のうえ実施をお

願いいたします。 

また、結果の説明は、原則として対面で実施をお願いしておりますが、前年度に引き続き、令和

５年度も、対面での説明に代えて郵送による結果通知を行ってもよいことといたします。 

ただし、受診者が対面での結果説明を希望する場合は、可能な限り対面での実施をお願いいたし

ます。 

 

５ よくある質問 

Ｑ１ 

受診希望者がいずれの必要書類も持参しなかった場合はどうすればよいですか？ 

Ａ１ 

必要書類がない場合は、市の検診として扱うことができません。受診券の再交付は可能ですの

で、保健センター健康管理課 04-2991-1811にお問い合わせいただくよう伝えてください。 

Ｑ２ 

検診票が不足した場合はどうすればよいですか？ 

Ａ２ 

保健センター健康管理課でお渡しできます。必要部数をご連絡ください。 

Ｑ３ 

令和５年度からは、視触診は実施してはいけないのですか？ 

Ａ３ 

検診の範囲としてはマンモグラフィのみとなります。受診者が視触診を希望する場合、医師の

判断により実施しても構いませんが、検診の結果はマンモグラフィのみにより判定していただ

くようお願いします。（視触診の結果を市へ報告いただく必要もございません） 

 

「精密検査用参考資料用封筒」に下記２点を封入 

・精密検査依頼書（太枠内を記入したもの） 

・返信用封筒（乳がん検診精密検査結果連絡票送付用 所沢市保健センター健康管理課宛） 

他の医療機関を紹介する際の必要書類 
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添付１ 受診券 ※画像は令和 3年度のものですが、日付以外は令和 5年度も同様です。 

 

 

 

 

 

  

A4用紙にミシン目が入った様式です。 

乳がん検診受診券(ピンク色)のみ切り離して受理してください。 

受診者コードを検診票

右上該当欄に記入をお

願いします。 

乳がん検診受診券 

令和２年度より、受診券に
生年月日が記載されるよ
うになりました。必ずご確
認いただき、正しい額の負
担金を受け取ってくださ
い。 
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太枠の中をご記入ください。 

フリガナ  受診者コード           

氏   名  住  所 
〒359- 

所沢市 

生年月日 
昭和  

    年    月    日（     歳） 
電話番号  

1．過去に乳がん検診を受けたことがありますか。  

ある場合 ⇒ （マンモグラフィ ・ 超音波検査 ・ 視触診   平成・令和    年  月頃） 
1．なし  2．ある  

2．血縁の父母・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おばでがんにかかった人がいますか。  

いる場合 ⇒ （乳がん ・ その他のがん） 
1．いない 2．いる 

3．既 往 歴  乳房の病気  

ある場合 ⇒  乳がん ・ 線維腺腫 ・ 乳腺症 ・ その他 （               ） 

乳がん手術歴 （ 切除後 ・ 温存後 ） 
1．なし  2．ある  

4．自覚症状  最近１か月間に乳房に気になる症状  

ある場合 ⇒ （ しこり ・ 分泌物 ・ 痛み ・ 乳頭の変形） 
1．なし 2．ある  

5．ホルモン補充療法の経験  

ある場合 ⇒ （内容：                                     ） 
1．なし 2．ある  

6．現在、妊娠している可能性はありますか。 1．なし 2．ある  

7．胸部またはその付近に手術歴がある（バイパス手術、ペースメーカーの挿入、豊胸術等）  1．なし  2．ある 

8．月 経  初潮（   ）歳、最近の月経（   ）月（   ）日～（   ）日間、（ 順 ・ 不順 ）  閉経（    ）歳 

9．妊娠歴等  妊娠回数（   ）回、出産回数（   ）回、最終妊娠年齢（    ）歳、授乳経験（ あり ・ なし ） 

10．身   長  （           ） cm  、 体   重 （          ）  kg 

 

【マンモグラフィ所見】 

 腫瘤 
大きさ 

（    ）㎜ 

形状（円形・楕円形・多角形・分葉形・不整形） 
辺縁（ 境界明瞭 ・ 微細分葉状 ・ 境界不明瞭 ・ スピキュラ ・ 評価困難） 
濃度（ 含脂肪 ・ 低濃度 ・ 等濃度 ・ 高濃度 ） 

石 灰 化 
形態（ 微細円形 ・ 淡く不明瞭 ・ 多形成・不均一 ・ 微細線状・分枝状） 
分布（ 散在性 ・ 領域性 ・ 区域性 ・ 線状 ・ 集簇性 ） 明らかな良性 

その他の所見 
乳腺実質（ 梁柱の肥厚・管状影・非対称性乳房・局所性非対称性陰影・構築の乱れ ） 

皮膚                  リンパ節 

カテゴリー 
右 （ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ Ⅴ ）   判定不能（ Ｎ１ ・ Ｎ２ ） 
左 （ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ Ⅴ ）   判定不能（ Ｎ１ ・ Ｎ２ ） 

乳 房 構 成 脂肪性 ・ 乳腺散在 ・ 不均一高濃度 ・ 極めて高濃度 医師名 
 

 
 

【結果判定】 

県 集 計 1．異常なし 2．乳腺症 3．線維腺腫 4．乳がんの疑い 5．その他（                   ） 

指 示 区 分 1．異常なし 2．要受診（ 6か月後 ・ 1年後 ） 3．要精検  

医療機関名 医師名 紹介先医療機関 

   

 
①所沢市提出用 ②医療機関保管用 ③精検依頼書添付用 

（ 国保 ・ 社保 ） 検診日：令和    年    月    日  所沢市乳がん検診票 

添付２ 検診票 

※注意！様式変更あり 昨年度までの検診票は破棄していただき、今年度の新しい検診票

をご使用くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診券の受診者コードを

ご記入ください。 

  

異常なしの場

合も必ずご記

入ください。 

結果判定は、「県集計」 

「指示区分」のいずれも 

ご記入ください 

（ ）の中も必ず

ご記入ください。 



7 

 

添付３ 検診票（本人用） 

 

  

 

 

フリガナ  受診者コード           

氏   名  住   所 
〒359‐ 

所沢市 

生年月日 
昭和  

年    月    日（     歳） 
電話番号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関名 医師名 紹介先医療機関 

   

 ④本人用 

（ 国保 ・ 社保 ） 検診日：令和     年    月    日  

ko 

 

乳がん検診結果のお知らせ 
 

 乳がん検診の結果を次のとおりお知らせします。○印のついている項目が検診結果です。 

 

 

１．異常なし 

今回の検査の範囲では、所見はありませんでした。 
ただし、乳房にしこりなど気になることがありましたら、次回の検診を待たずに乳腺専 

門医を受診してください。 

 

２．要精密検査 

今回の検査の範囲で、さらに詳しい検査を行う必要があると判断されます。お早めに乳  
腺専門医を受診してください。 

     なお、保健センター健康管理課から精密検査の受診状況について、確認の連絡をするこ 
とがあります。 

 

３．要受診 

     今回の検査の範囲では、乳がんを疑う所見は認められませんでしたが、経過を見るため 
に、（ ６か月 ・ １年後 ）に乳腺専門医を受診してください。 

  

 
 

※乳房構成についてのお知らせ 

   マンモグラフィですべての乳がんを発見することはできません。 

   下記の乳房構成が不均一高濃度・高濃度の方は、他の人に比べマンモグラフィで乳がん  

が分かりにくい傾向にあります。 

あ な た の 乳 房 構 成 脂肪性 ・ 乳腺散在 ・ 不均一高濃度 ・ 高濃度 

 

 
所沢市保健センター健康管理課  ℡．２９９１－１８１１ 

所沢市乳がん検診票 

該当する判定に○を 

ご記入ください。 
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添付４ 二重読影用記録用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付５ 視触診記録用紙（参考実施用） 

     

受診日   令和   年   月   日 

 
 
 

受診者氏名  

受診番号           

 

右 左 

腫瘤・硬結合（    ）×（    ）㎜ 

可動性（ ＋ ・ － ） 

硬度（ 硬 ・ 軟 ） 

境界（ 鮮明 ・ 不鮮明 ） 

表面（ 平滑 ・ 不整 ） 

圧痛（ ＋ ・ －） 

乳頭（ 分泌 ・ びらん ・ 陥没 ） 

穴の数（ 単孔性 ・ 多孔性 ） 

リンパ節（ ＋ ・ － ）  えくぼ（ ＋ ・ － ） 

手術痕（ ＋ ・ －）    発赤（ ＋ ・ － ） 

腫瘤・硬結合（    ）×（    ）㎜ 

可動性（ ＋ ・ － ） 

硬度（ 硬 ・ 軟 ） 

境界（ 鮮明 ・ 不鮮明 ） 

表面（ 平滑 ・ 不整 ） 

圧痛（ ＋ ・ －） 

乳頭（ 分泌 ・ びらん ・ 陥没 ） 

穴の数（ 単孔性 ・ 多孔性 ） 

リンパ節（ ＋ ・ － ）  えくぼ（ ＋ ・ － ） 

手術痕（ ＋ ・ －）    発赤（ ＋ ・ － ） 

視触診所見 1．異常なし 2．良性 3．たぶん良性 4．悪性の疑い 5．悪性 医師名  

 

視触診（参考実施）記録用紙 

令和 
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添付６ 精密検査依頼書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精密検査を他機関へ案内する場合、受

診者氏名、生年月日、受診者コード、

受診日、一次検診場所として貴医療機

関名をご記入の上、受診者にお渡しく

ださい。 

令和 

令和 
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添付７ 請求書 乳がん検診（個別） 
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【参考資料１】 

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」より抜粋  （令和３年１０月１日一部改正） 

（健発第０３３１０５８号平成２０年３月３１日厚生労働省健康局長通知別添）  

５ 乳がん検診 

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 

乳がん検診の検診項目は、質問（医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面により行う場合にお

いて、①の「なお」以下を除き、「質問」とあるのは「問診」と読み替える。）及び乳房エックス線

検査（マンモグラフィをいう。以下同じ。）とする。 

なお、視診及び触診（以下「視触診」という。）は推奨しないが、仮に実施する場合は、乳房エッ

クス線検査と併せて実施すること。 

① 質問 

質問に当たっては、現在の症状、月経に関する事項及び妊娠の可能性の有無等を必ず聴取し、か

つ、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況、乳房エックス線検査の実施可否に係る事項等を聴取

する。なお、質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を

記載させることをもって代えることができる。 

② 乳房エックス線検査 

ア 別紙の２（１）②アに規定する基準に適合した実施機関において、両側乳房について、内外斜

位方向撮影を行う。 

イ ４０歳以上５０歳未満の対象者については、アの内外斜位方向撮影と共に頭尾方向撮影も併せ

て行う。 

ウ 乳房エックス線写真の読影は、適切な読影環境の下で、二重読影（このうち１名は、十分な経

験を有する医師であること。）により行う。過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する

ことが望ましい。 

 

◎請求書の数字はボールペンで書かれていますか？ 

・鉛筆で書かれたものは無効となります。 

・合計金額を訂正している請求書は無効となります。 

※ 合計金額以外の部分については、押印による訂正が可能です。 

小さな訂正印ではなく、代表者印または標準的な大きさの印鑑をご使用ください。 

・提出後に人数や金額の間違いが判明しても数字の訂正ができません。 

⇒再提出となり、処理に時間がかかります。 

・令和３年１０月から押印は省略可能となりました。 

・実施期間は必ずご記入ください。 

◎書類はホチキスや紐で綴じないでください。 

◎検診票と受診券は別々にそろえて提出してください。 

◎検診票に記入漏れはありませんか？ 

検診票・請求書提出時の確認事項（提出前に再度ご確認ください。） 
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（２）結果の通知 

検診の結果については、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに通知する。 

（３）記録の整備 

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、画像の読影の結果（視触診を実施した

場合は、視触診の結果を含む）、精密検査の必要性の有無等を記録する。 

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、医療機関における確

定診断の結果及び治療の状況等を記録する。 

（４）事業評価 

乳がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施することが不可欠であること

から、市町村は、チェックリスト（市町村用）を参考とするなどして、検診の実施状況を把握する。

その上で、保健所、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制

の整備に努めるとともに、乳がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づき、検診

実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。 

また、都道府県は、乳がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を活用するとともに、チ

ェックリスト（都道府県用）を参考とするなどして、がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理

の在り方等について専門的な見地から検討を行う。さらに、チェックリスト（市町村用）の結果を踏

まえ、市町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。 

なお、乳がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を参照すること。 

（５）検診実施機関 

① 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で乳がん検診が円滑に実施されるよう、チェック

リスト（検診実施機関用）を参考とするなどして、乳房エックス線検査等の精度管理に努める。 

② 検診実施機関は、乳がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなければならない。 

③ 検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めなければならな

い。 

④ 検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも５年間保存しなければならない。 

⑤ 検診実施機関は、乳がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に従い、実施方法等

の改善に努める。 

⑥ 検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、乳房エックス線検査を実施す

る場合、以下の点を遵守する。 

ア 検診の実施に関し、事前に乳房エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をす

る責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市町村に提出

する。なお、市町村が自ら検診を実施する場合には、当該計画書を自ら作成し、保存する。 

イ 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。 

ウ 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。 

エ 乳房エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管

理体制を整備する。 

オ 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保する。 

（６）その他 

乳がんは、日常の健康管理としてのブレスト・アウェアネスを通じて、しこり（腫瘤）に触れるな

どの自覚症状を認めることにより発見される場合がある。このため、検診の場で受診者に対し、乳が

ん検診を定期的に受診することの重要性だけでなく、ブレスト・アウェアネスや、気になる症状があ

る場合の速やかな医療機関への受診、その際の乳房疾患を専門とする医療機関の選択等について啓発

普及を図るよう努める。 
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【参考資料２】 
「がん検診等実施上の留意事項」 より抜粋 

３ 乳がん検診  

（１）乳がん検診の実施  

① 乳がん検診の実施方式  

    乳がん検診の実施方法を定めるに当たっては、受診者の利便性に配慮するとともに、検診の結果を

速やかに受診者に通知するなど、検診の円滑かつ適切な実施に支障をきたすことのないよう努め

る。 

    視触診は推奨しないが、仮に視触診を実施する場合は、乳房エックス線検査と併せて実施する。  

② 乳房エックス線検査の留意点  

  ア 実施機関の基準 

乳房エックス線撮影の実施機関は、当該検査を実施するに適格な撮影装置（原則として日本医学

放射線学会の定める仕様基準を満たし、少なくとも適切な線量及び画質基準を満たす必要がある

こと。）を備える。なお、日本乳がん検診精度管理中央機構（日本乳癌検診学会、日本乳癌学

会、日本医学放射線学会、日本産科婦人科学会、日本放射線技術学会、日本医学物理学会、日本

乳腺甲状腺超音波医学会、日本超音波医学会及び日本超音波検査学会により構成される委員会を

いう。以下同じ。）が開催する乳房エックス線検査に関する講習会又はこれに準ずる講習会を修

了した診療放射技師が乳房撮影を行うことが望ましい。  

イ 乳房エックス線写真の撮影について 

   アに規定する撮影装置を用いて、両側乳房について、内外斜位方向撮影を行う。 

   ただし、内外斜位方向撮影を補完する方法として、50歳以上の対象者にも頭尾方向撮影を追加する

ことは差し支えない。 

ウ 乳房エックス線写真の読影について 

   読影室の照度やシャウカステンの輝度に十分配慮する等読影環境を整えた上で、十分な経験を有す

る医師(日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する読影講習会又はこれに準ずる講習会を修了し

ていることが望ましい。以下同じ。)による読影を行うことを原則とする。 

また、２名以上の医師（このうち１名は、十分な経験を有すること。）が同時に又はそれぞれ独 

立して読影する。 

なお、読影結果の判定は、乳房の左右の別ごとに行う。 

  エ 機器等の品質管理について 

     実施機関は、撮影装置、現像機及びシャウカステンその他の当該検査に係る機器等について、日常

的かつ定期的な品質管理を行わなければならない。 

オ その他 

      アからエの詳細については、「マンモグラフィによる乳がん検診の精度管理マニュアル」（厚生省

老人保健推進費等補助金・マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する研究班・平

成１２年１月）等を参考とする。 

③ 視診を実施する場合の留意点 

      視診に当たっては、乳房の対象性（大きさ及び形）、乳房皮膚の陥凹、膨隆、浮腫、発赤、乳頭陥

凹及び乳頭びらんの有無について観察する。 

④  触診を実施する場合の留意点 

     触診は、指腹法及び指先交互法等により、両手で乳房の内側から外（又は外側から内側）に、か

つ、頭側から尾側に向かって乳房を軽く胸壁に向かって圧迫するように行う。  
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ア 乳房の触診  

    腫瘤、結節及び硬結の有無、性状等を診察する。  

イ リンパ節の触診  

    腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無、性状等を診察する。  

ウ 乳頭の触診  

    乳頭からの異常な分泌物の有無、性状等を診察する。  

（２）指導区分等  

① 指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の指導を行う。  

ア「要精検」と区分された者  

    医療機関において精密検査を受診するよう指導する。  

イ 「精検不要」と区分された者  

    次回の検診の受診を勧めるとともに、日常の健康管理の一環として乳房の自己触診に関する指導を 

行う。  

② 精密検査の結果がんと診断された者については、必要に応じて個人票を作成し、医療機関における

確定診断の結果及び治療の状況等について記録する。  

     また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡することのできる体制を整備

することが望ましい。  

 

【参考資料３】 

乳がん検診のためのチェックリスト【検診実施機関用】 

（平成20年3月「今後の我が国におけるがん検診事業評価のあり方について」より一部改変引用） 

１．受診者への説明 

（１） 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせているか 

（２） 精密検査の方法や内容について説明しているか 

（３） 精密検査の結果の市町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行っ

ているか 

２．問診および撮影の精度管理 

（１） 検診項目は、問診、マンモグラフィ検査、視・触診としているか 

（２） 問診記録は少なくとも５年間は保存しているか 

（３） 乳房エックス線撮影装置が日本医学放射線学会の定める仕様基準注1)を満たしているか 

（４） 乳房エックス線撮影における線量および写真の画質について、第三者による外部評価をうけているか 

（５） 撮影技師はマンモグラフィの撮影に関する適切な研修注2）を修了しているか 

３．読影の精度管理 

（１） マンモグラフィ読影講習会注2）を修了し、その評価試験の結果がＡまたはＢである者が、読影に従事し

ているか 

（２） 読影はダブルチェックを行っているか（うち1人はマンモグラフィの読影に関する適切な研修注2)を修了

しその評価試験の結果がＡまたはＢである） 

（３） マンモグラフィ写真は少なくとも３年間は保存しているか 

（４） 検診結果は少なくとも５年間は保存しているか 

４．システムとしての精度管理 

（１） 精密検査結果及び治療注3）結果の報告を、精密検査実施機関から受けているか 

（２） 診断のための検討会や委員会 (第三者の乳がん専門家を交えた会)を設置しているか 



15 

 

（３） 都道府県がプロセス指標(受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度) に基づく検討

ができるようデータを提出しているか 

（４） 実施主体へのがん検診の集計・報告は、地域保健・健康増進事業報告に必要な項目で集計しているか 

 

注1）乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準：マンモグラフィによる乳がん検診の手引き－精度管理マニュア

ル第5 版参照 

注2）マンモグラフィ撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会 

基本講習プログラムに準じた講習会とは、検診関連６学会(日本乳癌検診学会、日本乳癌学会、日本医学放射線 

学会、日本産科婦人科学会、日本放射線技術学会、日本医学物理学会)から構成されるマンモグラフィ検診精度 

管理中央委員会の教育・研修委員会の行う講習会等をいう。なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の

実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研

究」班および日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む 

注3）組織やstage把握のための治療など 


